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1．一般廃棄物処理基本計画の基本的事項 

 

1-1 計画策定の主旨 

「一般廃棄物処理基本計画」の策定にあたっては、一般廃棄物処理をめぐる今後の社会・経済情

勢、開発計画及び市民の要望等を踏まえた上で、ごみの分別排出・生活排水対策の適正化、収集運

搬の効率化、中間処理施設や最終処理施設のあり方等について検討し、本市における一般廃棄物処

理に係る長期的視点に立った基本方針を明確にすることを目的としました。 

 

1-2 適用範囲 

（1）計画対象区域 

本計画の対象区域は、本市内全域とします。 

 

（2）計画対象廃棄物 

本計画において対象とする廃棄物は、生活排水（し尿等）も含めた一般廃棄物です。 

一般ごみ（可燃ごみ、不燃ごみなど）

廃
　
棄
　
物

産業廃棄物

一般廃棄物

ごみ

生活排水（し尿等）

家庭系ごみ

事業系ごみ

粗大ごみ

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められた２０種
類

特別管理産業廃棄物

※爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に係わる被害を生ずるおそれがあるもの

特別管理一般廃棄物

※爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に係わる被害を生ずるおそれがあるもの

※汚泥、廃油、廃プラスチック類、木くず、金属くす、ガラス陶磁器くず、
　 鉱さい、がれき類、　動物のふん尿、ばいじん　など

 

図 計画対象廃棄物 

 

1-3 計画目標年次 

本計画の期間は、平成 26 年度から平成 40 年度までの 15 年間とします。 

本計画は、概ね５年ごとに、または諸条件を大きく超える社会、経済情勢等の変化があった場合、

必要に応じ見直しを行うこととします。 

 

 

 

図 計画期間 

 

【計画の対象】 

計画初年度 
（平成 26 年度） 

中間目標年次 
（平成 30 年度） 

計画目標年次 
（平成 40 年度） 
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2．ごみ処理基本計画 

 

2-1 基本理念及び基本方針 

（1）基本理念 

本計画の基本理念は、上位計画である総合計画の将来像「人が輝く 水と緑の交流都市」を踏ま

え、次のように定めます。 

 

人が輝き、水と緑の環境が持続可能な循環型都市 おみたま 

 

 

（2）基本方針 

基本理念に基づき、取組の柱となる基本方針は下記の通りです。 

 

基本方針１．市民、事業者、行政の連携によるごみの減量化・資源化の推進 

市民、事業者、行政の 3 者の連携により、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の取組

を推進させ、更なるごみの分別や地域による集団回収の活性化により資源化と減量化を目指しま

す。 

 

基本方針２．環境負荷の少ないごみ処理システムの構築 

霞台厚生施設組合環境センター及び茨城美野里環境組合クリーンセンターの施設の更新や整

備が急務の課題となっている状況を踏まえ、周辺市町と協力した広域のごみ処理施設の整備に向

けた検討を進め、環境負荷の少ない新たなごみ処理システムの構築を目指します。 

 

（3）目標値の設定 

基本理念及び基本方針を受け、ごみの減量化や資源化に係る目標値を次のように定めます。 

 

【1 人 1 日あたりのごみ排出量】 

 現況（Ｈ23） 目標（Ｈ30） 目標（Ｈ40） 

家庭系ごみ 632g 
570ｇ 

（約 10％減） 

500ｇ 

（約 20％減） 

事業系ごみ 193ｇ 
190ｇ 

（約 1.5％減） 

187ｇ 

（3％減） 

合計 825ｇ 
760ｇ 

（約 8％減） 

687ｇ 

（約 16％減） 

【資源化率】 

 現況（Ｈ23） 目標（Ｈ30） 目標（Ｈ40） 

家庭系ごみ 17.2％ 
22％ 

（5 ポイント増） 

25％ 

（8 ポイント増） 
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2-2 ごみの排出量の見込み 

（1）人口 

本計画に用いる本市の将来人口は、日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）を参考に、

推計を行いました。本市の人口は減少傾向にあり、平成 25 年度に 52,385 人だった人口が、中

間目標年度の平成 30 年度には 50,949 人、計画目標年度の平成 40 年度には 47,414 人になる

と予測されます。 

 

 現況（Ｈ25） 中間目標（Ｈ30） 計画目標（Ｈ40） 

人口 52,385 人 50,949 人 47,414 人 

 

（2）ごみ排出量 

ごみ排出量の予測は、家庭系ごみ及び事業系ごみについてそれぞれ将来予測値を算出し、全体の

ごみ排出量を算出しました。 

 

【1 人 1 日あたり家庭系ごみ排出量の予測値と目標値】 

 現況（Ｈ23） 中間目標（Ｈ30） 計画目標（Ｈ40） 

予測値 

632g 

581ｇ 

（約 8％減） 

547ｇ 

（約 13％減） 

目標値 
570ｇ 

（約 10％減） 

500ｇ 

（約 20％減） 

 

【1 人 1 日あたり事業系ごみ排出量の予測値と目標値】 

 現況（Ｈ23） 中間目標（Ｈ30） 計画目標（Ｈ40） 

予測値 

193g 

200ｇ 

（現状維持） 

200ｇ 

（現状維持） 

目標値 
190ｇ 

（約 1.5％減） 

187ｇ 

（約 3％減） 

注：Ｈ21～Ｈ23 の平均値は約 200g 

 

【1 人 1 日あたりごみ排出量の予測値と目標値】 

 現況（Ｈ23） 中間目標（Ｈ30） 計画目標（Ｈ40） 

予測値 

825g 

781ｇ 

（約 5％減） 

747ｇ 

（約 9％減） 

目標値 
760ｇ 

（約 8％減） 

687ｇ 

（約 16％減） 
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2-3 個別施策 

（1）発生抑制・資源化計画 

市 

1)分別収集体制の整備 

○分別収集の徹底 

○集団資源ごみ回収の促進 

○野外焼却（野焼き）の禁止の周知 

2)リサイクルの促進等 

○資源化施設の効率化 

○再生品の普及・使用拡大 

3)住民意識の啓発 

○住民意識の啓発 

○生ごみの堆肥化の推進 

4)小型家電の回収 

○小型家電の回収 

住民 

1)ごみ排出量の削減 

○ごみ排出量の削減 

○過剰包装商品の購入自粛 

○生ごみの堆肥化 

2)適性排出の実施 

○資源ごみ分別収集の活用・資源化の推進 

3)環境に配慮した消費活動の推進 

○再生品の使用促進 

事業者 

1)ごみ排出量の抑制 

○ごみ排出量の抑制 

2)適性排出の実施 

○適正排出の実施 

3)環境に配慮した事業活動の推進 

○再生品の使用拡大 

 

（2）収集・運搬計画 

1)分別の徹底 

2)収集運搬体制の効率化 

3)分別区分の統一 

 

（3）中間処理計画 

1)既存のごみ処理施設の維持管理 

2)新たなごみ処理施設の整備 

 

（4）最終処分計画 

1)民間への委託及びモニタリングの継続 

2)最終処分先の検討 

 

（5）その他 

1)災害廃棄物の処理処分 

2)不法投棄対策 

3)在宅医療廃棄物への対応 

4)ごみ処理施設で受入できない廃棄物の対応 
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3．生活排水処理基本計画 

 

3-1 基本方針 

生活排水処理では、公共下水道、農業集落排水事業、市設置型浄化槽の設置を進め、先ずは総合

計画に示した以下の目標に向けて整備を進めていきます。また、その先の中期計画の目標として、

今後見直し予定である「茨城県生活排水ベストプラン」に示す目標値との整合を図りながら、現実

的な目標の実現に向けて整備を進めていきます。 

 

表 生活排水処理の基本方針 

基 本 方 針 

公共用水域への汚濁負荷を削減し、すべての市民が、快適で衛生的な生活

ができる環境づくりを目指します。 

 

表 施策の目標 

 
現況 

（平成24年） 

総合計画 

目標年次 

（平成29年） 

中期目標 

（平成37年） 

■生活排水処理普及率 

快適で衛生的な生活環境づくりを推進

していくため、生活排水処理普及率の向

上を目指す。 

65％ － 

100％ 

に向けた 

整備を目指す 

■公共下水道普及率 

快適で衛生的な生活環境づくりを推進

していくため、下水道普及率の向上を目

指す。 

39％ 48％ － 

■農業集落排水事業整備率 

計画地区（全 9 地区）のうち未着手地区

において、農業集落排水事業の実施によ

り、整備率の向上を目指す。 

40％ 45％ － 

■市設置型浄化槽設置数 

集合処理が困難な地区の生活排水対策

のため、市設置型浄化槽について、毎年

30 基の設置を目指す。 

137 基 287 基 527 基 

資料）小美玉市総合計画、茨城県生活排水ベストプラン 

 

※小美玉市総合計画より公共下水道普及率等の現況値・目標を修正 

※合併浄化槽（個人設置型）は現況水準の維持を見込む 
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3-2 生活排水処理の見込み 

（1）処理人口 

生活排水処理率は、現在の傾向で整備・設置が進む場合で、整備区域内の今後の総人口の減少も

考慮すると、平成 27 年度に 73.6％、平成 37 年度までには 100％に達することとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 処理形態別人口の見通し 

 

（2）排水量 

人口減少に伴い、排出量は減少する見通しとなっています。また、公共下水道や農業集落排水へ

の普及に伴う合併浄化槽の減少が進むと、平成 35 年以降、し尿処理はなくなり、浄化槽汚泥処理

量は約 24kl/日と予想されます。 

0.00
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50.00
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排
出
量
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日

]

平成 年度

し尿 浄化槽汚泥

見通し実績

 

図 し尿及び浄化槽汚泥排出量の見通し 

■見通しの前提 

下水道人口：H18～24 の実

績で整備 

農業集落排水等人口：H37年

に計画人口まで普及率が上昇 

合併浄化槽（市設置型）：毎年

30基の設置を進め、H24実

績から2.59人/基の普及人口

増加を想定 

合併浄化槽（個人設置型）：

H35年まで現況水準で推移 

65.2%

73.6%

100.0%
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20.0%
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し尿収集人口 生活排水処理率

実績 見通し
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3-3 個別施策 

（1）収集運搬計画 

○民間許可業者による効率的な収集運搬 

○すべての地域で複数の事業者が選択できる環境整備 

 

（2）中間処理計画 

○処理施設の適正な維持管理 

○施設の更新等の必要性について周辺自治体と検討 

 

（3）最終処分計画 

○公共用水域への放流 

○脱水汚泥の埋立及び堆肥化処理の継続 

 

（4）その他 

将来の生活排水処理体系については、現在の体系を維持しつつ、各生活排水施設の特徴を踏まえ、

地域の実情に応じて、公共下水道・農業集落排水・合併浄化槽の整備を進めていきます。 

 


